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Ⅰ　独立行政法人制度について

独立行政法人制度の概要

Ⅱ　独立行政法人通則法

第１章　総　則
第１節　通　則
第１条　目的等
第２条　定義
第３条　業務の公共性、透明性及び

自主性等
第４条　名称
第５条　目的
第６条　法人格
第７条　事務所
第８条　財産的基礎等
第９条　登記
第10条　名称の使用制限
第11条　一般社団法人及び一般財団

法人に関する法律の準用
第12条　設置
第12条の２　所掌事務等
第12条の３　組織
第12条の４　委員等の任命
第12条の５　委員の任期等
第12条の６　委員長
第12条の７　資料の提出等の要求
第12条の８　政令への委任
第13条　設立の手続
第14条　法人の長及び監事となるべ

き者
第15条　設立委員
第16・17条　設立の登記
第２章　役員及び職員
第18条　役員
第19条　役員の職務及び権限
第19条の２　法人の長等への報告義

務
第20条　役員の任命
第21条　中期目標管理法人の役員の

任期
第21条の２　国立研究開発法人の役

員の任期
第21条の３　行政執行法人の役員の

任期

第21条の４　役員の忠実義務
第21条の５　役員の報告義務
第22条　役員の欠格条項
第23条　役員の解任
第24条　代表権の制限
第25条　代理人の選任
第25条の２　役員等の損害賠償責任
第26条　職員の任命
第３章　業務運営
第１節　通　則
第27条　業務の範囲
第28条　業務方法書
第28条の２　評価等の指針の策定
第28条の３　研究開発の事務及び事

業に関する事項に係る
指針の案の作成

第28条の４　評価結果の取扱い等
第２節　中期目標管理法人
第29条　中期目標
第30条　中期計画
第31条　年度計画
第32条　各事業年度に係る業務の実

績等に関する評価等
第33条及び第34条　削除
第35条　中期目標の期間の終了時の

検討
第35条の２　内閣総理大臣への意見

具申
第35条の３　違法行為等の是正等
第３節　国立研究開発法人
第35条の４　中長期目標
第35条の５　中長期計画
第35条の６　各事業年度に係る業務

の実績等に関する評価
等

第35条の７　中長期目標の期間の終
了時の検討

第35条の８　業務運営に関する規定
の準用

第４節　行政執行法人
第35条の９　年度目標
第35条の10　事業計画
第35条の11　各事業年度に係る業務

の実績等に関する評価
第35条の12　監督命令
第４章　財務及び会計
第36条　事業年度

第37条　企業会計原則
第38条　財務諸表等
第39条　会計監査人の監査
第39条の２　監事に対する報告
第40条　会計監査人の選任
第41条　会計監査人の資格等
第42条　会計監査人の任期
第43条　会計監査人の解任
第44条　利益及び損失の処理
第45条　借入金等
第46条　財源措置
第46条の２　不要財産に係る国庫納

付等
第46条の３　不要財産に係る民間等

出資の払戻し
第47条　余裕金の運用
第48条　財産の処分等の制限
第49条　会計規程
第50条　主務省令への委任
第５章　人事管理
第１節　中期目標管理法人及び国立

研究開発法人
第50条の２　役員の報酬等
第50条の３　役員の兼職禁止
第50条の４　他の中期目標管理法人

役職員についての依頼
等の規制

第50条の５　法令等違反行為に関す
る在職中の求職の規制

第50条の６　再就職者による法令等
違反行為の依頼等の届
出

第50条の７　中期目標管理法人の長
への届出

第50条の８　中期目標管理法人の長
がとるべき措置等

第50条の９　政令への委任
第50条の10　職員の給与等
第50条の11　国立研究開発法人への

準用
第２節　行政執行法人
第51条　役員及び職員の身分
第52条　役員の報酬等
第53条　役員の服務
第54条　役員の退職管理
第55条　役員の災害補償
第56条　役員に係る労働者災害補償

保険法の適用除外
第57条　職員の給与
第58条　職員の勤務時間等
第59条　職員に係る他の法律の適用

除外等
第60条　国会への報告等
第61条から63条まで　削除
第６章　雑　則
第64条　報告及び検査
第65条　削除
第66条　解散
第67条　財務大臣との協議
第68条　主務大臣等
第７章　罰　則
第69条
第69条の２
第70条
第71条
第72条
附則

Ⅲ　独立行政法人の個別法等

１　独立行政法人個別法
２　関係政令
３　関連諸制度

Ⅳ　独立行政法人制度の沿革等

１　行政改革会議における検討
２　中央省庁等改革基本法における
独立行政法人に係る整理

３　中央省庁等改革推進本部におけ
る検討から制度創設まで

４　特殊法人等の独立行政法人化に
ついて

５　平成16年以降の独立行政法人改
革に向けた動き

参考資料

Ⅰ　制度関係
Ⅱ　沿革関係
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